
第 ５ 章　第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画

１　第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画の策定にあたって�

○�　障害福祉計画・障害児福祉計画は障害者計画とは別に、障害者総合支援法および児童
福祉法に規定する障害福祉サービス等の供給見込み量などについて示すものです。
○��　障害福祉サービス等の供給見込み量は、「ビジョン」や「アクションプラン」、障害者
計画、第四期障害福祉計画中のサービス利用実績等を踏まえて算定しています。

○�　障害福祉計画・障害児福祉計画は、「障害福祉計画および障害児福祉計画策定に係る
基本的な指針」に従って策定するものとなっているため、第１章から第４章までの表記
方法と異なっています。

２　第五期障害福祉計画�

○　基本指針の目標を踏まえて、つぎの４項目の目標設定を行います。

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行
　　○　福祉施設から地域移行する入所者数の目標を設定します。　　　　　　　　　　　　
　　○　平成 32 年度末の施設入所者数の目標を設定します。

平成 28 年度末現在の施設入所者数 ４５０人

【第五期計画の目標値】
①　地域生活移行者数
（基本指針の目標：平成 28 年度末時点入所者の９％）

４１人

②　平成 32 年度末の施設入所者数
（基本指針の目標：平成 28 年度末時点入所者から２％削減） ４４１人

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　��　精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい生活をすることができるよう、障
害福祉、保健、医療、介護、地域の助け合い等が包括的に確保された「精神障害にも対
応した地域包括ケアシステム」を構築します。

　　○　平成 32 年度末までに福祉・保健・医療等の関係者による協議の場を設置します。
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（３）地域生活支援拠点等の整備☆
　　○��　平成 32 年度末までに重度障害者グループホーム、ショートステイ、相談支援が

一体となった多機能整備型の拠点を整備します。

（４）福祉施設から一般就労への移行等☆
　　○　福祉施設から一般就労への移行者数の目標を設定します。
　　○　就労移行支援事業所の利用者数の目標を設定します。
　　○　就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所数の目標を設定します。
　　○　就労定着支援による支援開始から１年後の職場定着率の目標を設定します。

【第五期計画の目標値】

①　一般就労移行者数
（基本指針の目標：平成 28 年度実績の１．５倍） １２３人

②　就労移行支援事業所の利用者数
（基本指針の目標：平成 28 年度末利用者数の２割増） ２６５人

③　就労移行率が３割以上の事業所数の割合
（基本指針の目標：５０％） 　５０％

④　就労定着支援による支援開始から１年後の職場定着率
（基本指針の目標：８０％） 　８０％

�
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム…精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい
暮らしをすることができるよう、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すこと
が、新たな基本指針に掲げられた。市区町村においては当事者および保健・医療・福祉に携わる者を
含む様々な関係者が情報共有や連携を行う体制を構築できるよう、協議の場を設置することが成果目
標とされている。都道府県においては平成 32 年度末の精神病床における 1年以上の長期入院患者数の
設定、平成 32 年度末までの精神病床における早期退院率を設定することが成果目標とされている。
地域生活支援拠点【再掲】…居住支援機能（相談、緊急時の受入れ・対応や地域の体制づくり等）をグ
ループホーム等と一体的に行う拠点のこと（多機能拠点整備型）。地域で機能分担する面的整備型も想
定されている。第四期障害福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年度）では障害者地域生活支援センター
等の相談支援機関とグループホーム等が連携して地域生活を支援する「面的整備」型の地域生活支援
拠点の整備を、第五期障害福祉計画（平成 30 年度～平成 32 年度）では重度障害者グループホームと
一体で相談や緊急時の受入れ・対応などを行う多機能拠点型の地域生活支援拠点の整備をそれぞれ計
画している。
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【障害福祉サービスの供給見込み量】

サービス名 ３０年度 ３１年度 ３２年度

居宅介護
人 /月 ９０７ ９２５ ９４３
時間 /月 １８，１４０ １８，５００ １８，８６０

重度訪問介護
人 /月 １００ １０２ １０４
時間 /月 ３８，０００ ３８，７６０ ３９，５２０

行動援護
人 /月 ８ １０ １０
時間 /月 ４００ ５００ ５００

重度障害者等包括支援
人 /月 １ １ １
時間 /月 ４３４ ４３４ ４３４

同行援護
人 /月 ２１５ ２１９ ２２３
時間 /月 ８，６００ ８，７６０ ８，９２０

生活介護
人 /月 １，０９２ １，１１９ １，１４１
日数 /月 ２１，８４０ ２２，３８０ ２２，８２０

自立訓練（機能訓練）
人 /月 ２７ ２７ ２８
日数 /月 ２９７ ２９７ ３０８

自立訓練（生活訓練）
人 /月 ３８ ３８ ４０
日数 /月 ４９４ ４９４ ５２０

就労移行支援☆
人 /月 ２４９ ２５６ ２６５
日数 /月 ３，９８４ ４，０９６ ４，２４０

就労継続支援Ａ型
人 /月 １２４ １３０ １３６
日数 /月 ２，４８０ ２，６００ ２，７２０

就労継続支援Ｂ型
人 /月 １，１２４ １，１５２ １，１６９
日数 /月 １９，１０８ １９，５８４ １９，８７３

就労定着支援（新規）☆ 人 /月 １２ ２０ ２８
療養介護 人 /月 ７６ ７７ ７８

短期入所
人 /月 ２８７ ２９５ ３０３
日数 /月 ２，２９６ ２，３６０ ２，４２４

自立生活援助（新規） 人 /月 ５ ８ １２
共同生活援助☆ 人 /月 ６１０ ６４５ ６８０
施設入所支援 人 /月 ４５０ ４４５ ４４１
計画相談支援☆ 人 /月 ６５１ ６６７ ６８３
地域移行支援 人 /月 ３ ４ ５
地域定着支援 人 /月 ２ ３ ４
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【地域生活支援事業の供給見込み量】

サービス名 ３０年度 ３１年度 ３２年度
⑴理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施
⑵自発的活動支援事業 実施 実施 実施
⑶相談支援事業
①障害者相談支援事業 設置数 ４ ４ ４

基幹相談支援センター 設置 設置 設置
⑷成年後見制度利用支援事業 実施 実施 実施
⑸意思疎通支援事業
①手話通訳者派遣事業 件数 /年 ３，１１７ ３，１２０ ３，１３０
②要約筆記者派遣事業 件数 /年 ３４８ ３５０ ３５２
③手話通訳者設置事業 実施 実施 実施

⑹日常生活用具等給付事業
①介護・訓練支援用具 件数 /年 ７０ ７３ ７６
②自立生活支援用具 件数 /年 １８０ １８２ １８４
③在宅療養等支援用具 件数 /年 １００ １００ １０５
④情報・意思疎通支援用具 件数 /年 ２２０ ２２０ ２２０
⑤排泄管理支援用具 件数 /年 １１，９００ １１，９００ １１，９００
⑥住宅改修 件数 /年 ４５ ４５ ４８
⑦緊急通報システム　 件数 /年 １２ １２ １４

⑺移動支援事業
人 /月 ９６４ ９７３ ９８２
時間 /月 １５，４２４ １５，５６８ １５，７１２

⑻地域活動支援センター
①地域活動支援センターⅠ型 設置数 ４ ４ ４

②地域活動支援センターⅡ型
設置数 １ １ １
人 /月 ２８ ２８ ２８

③地域活動支援センターⅢ型
設置数 ２ ２ ２
人 /月 ３５ ３８ ４０

⑼その他の事業
①訪問入浴サービス 件数 /年 ３，６６０ ３，６７８ ３，６９６

②日中一時支援事業
人 /月 １６０ １６２ １６４
日数 /月 ４４８ ４５４ ４５９

③手話講習会事業　 人 /年 ２８０ ２８０ ２８０
④自動車運転免許取得助成事業 件数 /年 ８ ８ ８
⑤自動車改修費助成事業 件数 /年 １０ １０ １０

－ 47－

第 

５ 

章



３　第一期障害児福祉計画�

○　基本指針に基づき、つぎの２項目の目標設定を行います。

（１）障害児支援の提供体制（児童発達支援センター等の整備）
　�○　第一期計画の目標値

事　業 現状
（H29 年 10 月）

目標値
（H32 年度末）

① 児童発達支援センター ２か所 ２か所
② 保育所等訪問支援 未設置 設置
③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所☆ １か所 ２か所
④ 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス ２か所 ２か所

（２）医療的ケア児支援のための協議の場
　�○�　平成 30 年度末までに、保健、医療、福祉、保育、教育、家族等の関係者が連携を

図るための協議の場を設置します。

【障害児向けサービス（障害児通所支援等）の供給見込み量】
サービス名 ３０年度 ３１年度 ３２年度

児童発達支援☆
人 /月 ７１６ ７５１ ７８８
日数 /月 ４，２９６ ４，５０６ ４，７２８

放課後等デイサービス
人 /月 ８２０ ８４４ ８６９
日数 /月 ９，０２０ ９，２８４ ９，５５９

保育所等訪問支援
人 /月 ２ ４ ６
日数 /月 ４ ８ １２

医療型児童発達支援
人 /月 ３ ３ ４　
日数 /月 ２１ ２１ ２８

居宅訪問型児童発達支援
（新規）

人 /月 ２ ２ ３
日数 /月 ８ ８ １２

障害児相談支援 人 /月 ２４３ ２５８ ２６８

【障害児の子ども・子育て支援等の見込み（人数）】
種別 ３０年度 ３１年度 ３２年度

保育所（認定こども園の２号認定を含む） ３３８人 ３７７人 ４０７人

放課後児童健全育成事業 １５６人 １６１人 １７０人

－ 48－



第 ６ 章　計画の推進のために

１　計画を円滑に推進するための取り組み�

（１）計画の推進
　　○�　障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の推進のため、ＰＤＣＡサイクルの

プロセスに基づいて、計画推進にあたっての課題の検討、進捗状況の点検・評価を
行います。

　　○�　障害のある方や障害者団体、サービス事業者等と連携し、障害者施策の推進に努
めます。

（２）推進方策
　　①　計画の進捗管理
　　　○　障害者団体等と適宜協議や情報交換等を行います。
　　　○�　計画の進捗状況等について、幅広く障害当事者や関係者の声を聞くため、「障

害者地域自立支援協議会」において協議を行います。

　　②　計画の周知と理解
　　　○�　点検・評価の内容および計画に変更等ある場合は、区ホームページ等を活用

し、公表します。
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